
【施設基準に関するお知らせ】 

当薬局は、以下の施設基準の届出を行い、当該加算を算定しています。 

●調剤技術料 

調剤基本料１ 地域支援体制加算２ 

連携強化加算 後発医薬品調剤体制加算３ 

医療 DX 推進体制整備加算２ 在宅薬学総合体制加算２ 

※当薬局は、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤および在宅業務に対応できる体制

を整備しています。 

時間外連絡先：096-277-1418 

 

●薬学管理料 

かかりつけ薬剤師指導料 

在宅患者訪問薬剤管理指導料 

●ジェネリック医薬品の調剤について 

当薬局では医療費を抑え、お薬来の負担が軽くなるジェネリック医薬品の調剤を積極的に

行っています。 

●医療 DX 推進体制整備加算について 

当薬局では、オンライン資格確認等システムにより取得した薬剤情報等を活用して、調

剤、服薬指導等を実施しています。 

マイナ保険証（マイナンバーカードの健康保険証）を推進する等、医療 DX を通じて質の

高い医療を提供できるよう取り組んでおります。 

電子処方箋を活用するなど、国が進める医療 DX にも取り組んでいます 

●医療情報取得加算について 

当薬局は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、患者様の薬剤情報、特定検診情報

その他必要な情報を取得・活用して、より適切な調剤等に取り組んでいます 


